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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の動作の態様と関連付けて、前記動作に伴って発生した静電気によって前記人体に
生じる電位または帯電量の変化パターンを示す情報を記憶する記憶手段と、
　人体に装着されて正の静電気を発生させやすい材料で形成された正電気発生手段と、
　人体に装着されて負の静電気を発生させやすい材料で形成された負電気発生手段と、
　人体に装着されて、前記人体の動作に伴って前記正電気発生手段と前記負電気発生手段
とが擦り合わされることで発生した静電気によって前記人体に生じる電位または帯電量の
変化パターンを検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された変化パターンと、前記記憶手段から読み出された変化パ
ターンとを比較して、前記検出された変化パターンに対応する動作の態様を特定する特定
手段と
　を備えたことを特徴とする装着型情報入力装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、装着型情報入力装置に関し、特に人体に装着して使用者の動作状態を検出す
ることによりコンピュータへの情報入力を可能とする装着型情報入力装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、パソコン等の電子機器への入力をキーボードやマウスなどに替えて代替の入
力手段を提供する装置が提案されている（例えば、特許文献１または２参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平１０－１９８４７９号公報
【特許文献２】特開２００３－５８８５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来の装着型機器を操作する場合には、以下のような問題点がある。
（１）装着型機器に設置されたスイッチなどに直接触れる方式では、手が届きにくい場所
への機器装着が困難である。
（２）装着型機器に設置されたマイクに声などの音を入力する方式では、足首や背中など
、装着場所が口から離れる場合には周囲騒音との切り分けが困難になり、また公共空間な
ど使用場所によっては周囲の迷惑になる。
（３）身体を動かして、装着型機器に設置された振動加速度センサを駆動する方式（万歩
計（登録商標）など）では、装着場所（体幹部など）によっては大きな動作が必要とされ
る。
（４）指先などを叩いて、衝撃を骨伝導を用いて装着型機器に設置された振動加速度セン
サに伝えるという、特許文献１の単一センサ型常装着入力装置では、伝達距離が３０セン
チ程度しかないので、近接した位置にセンサを装着しなければならならず、装着場所が制
限される。
【０００５】
　本発明はこのような問題を解決するものであり、導電体である人体を利用して、人体の
どの部分にセンサを装着しても、人体の帯電量もしくは電位の変化パターンを検出するこ
とができるようにして、センサの装着位置を制限しない装着型情報入力装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　このような目的を達成するために、本発明に係る着型情報入力装置は、人体の動作の態
様と関連付けて、動作に伴って発生した静電気によって人体に生じる電位または帯電量の
変化パターンを示す情報を記憶する記憶手段と、人体に装着されて正の静電気を発生させ
やすい材料で形成された正電気発生手段と、人体に装着されて負の静電気を発生させやす
い材料で形成された負電気発生手段と、人体に装着されて、人体の動作に伴って正電気発
生手段と負電気発生手段とが擦り合わされることで発生した静電気によって人体に生じる
電位または帯電量の変化パターンを検出する検出手段と、検出手段により検出された変化
パターンと、記憶手段から読み出された変化パターンとを比較して、検出された変化パタ
ーンに対応する動作の態様を特定する特定手段とを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、導電体である人体を利用して、人体のどの部分にセンサを装着しても
、人体の帯電量もしくは電位の変化パターンを検出することができるようにして、センサ
の装着位置を制限しない装着型情報入力装置を提供することができる。
【００１７】
　また、足先や指先等の簡単な動きて、所望の変化パターンを生じさせることにより、機
器をコントロールすることができ、簡単なリズムを用いて機器をコントロールすることが
できる。
【００１８】
　さらに、既に産業用に使用されている安価なセンサ機構が利用可能であり、より簡単に
変化パターンの生成が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳しく説明する。
（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態としての装着型入力装置の概要を説明するための図であ
り、（ａ）は、人体１１０に装着型入力装置１２０が装着され、足１３０を動かす様子を
示している。図１（ｂ）は、装着型入力装置１２０が衣服（シャツ１１１および下着１１
２）を介して人体１１０に装着されており、装着型入力装置１２０内部では絶縁板１２２
を介してセンサ１２１が取り付けられている様子を示しており、（ｃ）は、人体１１０の
足１３０がソックス１３２を介して靴１３３をはいて足指１３４を動かしている様子を示
している。図１（ｂ）を参照すると、センサ１２１は、人体１１０に装着されているが、
間に絶縁板１２２を介しており、金属部分が人体１１０に触れることは無いことが理解で
きる。このような絶縁板１２２があれば、衣服（シャツ１１１および下着１１２）がなく
ても直接センサ１２１が接触することを避けるようにすることができる。
【００２０】
　使用者の人体１１０が動くと、着衣が擦れ合って静電気が発生する。静電気は、人物の
足１３０が床から離合する際にも床との間で発生するほか、蓄積された電荷の充放電も行
なわれる。静電気は、通常の歩行時以外にも、足１３０の踵を床に接触させたままで、爪
先を床に離合させるなど、微小な動きでも発生する。また、靴の中で足指１３４を握る動
作によっても発生させることができる。特に、足先を急激に床に接触させたり、足指１３
４を急激に動かしたりすることで、パルス状の変化を生じさせることができる。これらの
動作によって発生した静電気は、人体の電位、もしくは電荷量の変化となって現れ、セン
サ１２１では、これらの変化量を測定する。
【００２１】
　図２は、本実施形態の装着型入力装置１２０の内部構成を示すブロック図である。装着
型入力装置１２０は、センサ１２１、プリアンプ２０１、フィルタ２０２、パルスディテ
クタ２０３、リズム検出器２０４、リズムメモリ２０７、出力モジュール２０５を備える
。図２を参照すると理解できるように、センサ１２１で読み取った電磁気関連情報をプリ
アンプ２０１およびフィルタ２０２を介してパルスディテクタ２０３で信号として検出し
、リズム検出器２０４でリズムメモリ２０７に記憶されたリズムパターンとマッチングを
とって、どのような動作であるかを判定する。このように判定された動作の内容を出力モ
ジュール２０５からアンテナ２０６を介して無線でシステムに送信することができる。こ
こで、信号をリズムパターンとマッチングを取るが、リズムという語に限定されることな
くいずれの変化パターンも含むものとする。また、上位システムへの通信は無線に限らず
種々の本技術分野で知られた方法を用いることができる。
【００２２】
　図３は、本実施形態の装着型入力装置を用いた入力システムの構成を示す図である。こ
の入力システムは、一例としてパーソナルコンピュータ３０１、無線基地局３０２および
データベース３０３がＬＡＮで接続されたものを示すが、これに限られず種々の形態のシ
ステムとすることができる。通常このようなシステムのデータ入力はパーソナルコンピュ
ータ３０１のキーボードやマウスを使用して行われるが、本実施形態では、装着型入力装
置１２０から無線を使用して無線基地局３０２を介し入力する動作態様に基づき、入力デ
ータを決定することができる。データベース３０３にこのための動作態様とその解釈につ
いてのルールを格納しておくこともできる。また、後述するように装着型入力装置１２０
にこのような機能を持たせることもでき、また分担して機能させることもできる。
【００２３】
　図４は、本実施形態のリズム検出器２０４のモジュール構成を示す図である。図４に示
すようにリズム検出器２０４は、電磁気関連情報を受信するデータ受信部４０１、リズム
メモリ２０７からリズムパターンを読み出すアクセス部４０２、マッチングを取って変化
パターンを判定する電位変化パターン判定部４０３および変化パターンに対応する動作態
様をいずれかの方法で出力するデータ入力変換部４０４を備える。
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【００２４】
　図５は、本実施形態のセンサの実施例としてのチャージアンプタイプのセンサの一例を
示す図であり、電磁気関連情報である人体１１０の電荷量を検出する。電極５０１は、絶
縁板１２２を介して人体１１０と接触しており、人体１１０との間でキャパシタを構成す
る。キャパシタの電荷量は、ＯＰアンプ５０２で増幅されて後段の回路に送られる。なお
、検出回路のグラウンドは人体１１０とは接続されていないため、キャパシタのリターン
側は人体１１０との浮遊容量のみとなるが、回路の人体１１０への装着状態が安定してい
れば、人体１１０の蓄積電荷量の変化分の検出が可能である。チャージアンプ回路自体は
産業用に広く利用されており、安価に実現できる。
【００２５】
　同様に、図６は、本実施形態のセンサの実施例としての帯電量測定タイプのセンサの一
例を示す図である。電極５０１は、絶縁板１２２を介して人体１１０と接触している。電
極５０１の電位は、高入力インピーダンスのＦＥＴ（電界効果トランジスタ）６０３でバ
ッファリングされ、後段の回路に送られる。電極５０１には、一定の分極電位を持つエレ
クトレット膜６０１が設置されている。従って、電極５０１の電位は、エレクトレット膜
６０１の分極電位を基準に、近接する人体１１０の電位に従って変化するため、人体１１
０の電位を検出できる。なお、検出回路のグラウンドは人体１１０とは接続されていない
ため、電位の「絶対量」は検出できないが、極めて低周波までの「変化量」が検出可能で
ある。このタイプの帯電量測定センサは、例えば特許文献２（歩行検出方法）等で用いら
れているものである。この他にも、「非接触型検電器」等で用いられている電位測定セン
サも同様に使用可能である。
【００２６】
　これらのセンサ１２１によって検出された、人体１１０の電位もしくは蓄積電荷量は、
プリアンプ２０１で増幅された後、フィルタ２０２で電源ハム等のノイズを除去したあと
、パルスディテクタ２０３でパルス成分の検出を行なう。パルス状の成分だけを抽出する
ことにより、人間によって行なわれた意図的な入力動作のみを取り出すことが容易になる
。このようにして取り出されたパルス状の変化分から、さらに「特定のリズムを持つパル
ス列」を抽出する。
【００２７】
　特定のリズムパターンは、あらかじめリズムメモリ２０７に蓄積されているので、これ
をテンプレートとして比較する。リズムによる入力は、例えば特許文献１（単一センサ型
常装着入力装置）等で用いられている。本実施形態では、このような変化パターンとして
使用する信号波形の一例として図１５および１６にタッピング等で生成される信号波形を
示す。図１５および１６に示すような方法で、人体の動作の態様を一定の確かさで判定す
ることができる。
【００２８】
　特定のリズムパターンが検出された場合、あらかじめ定められたコマンドが出力モジュ
ール２０５に送出され、アンテナ２０６を通じて外部機器に伝えられる。コマンドは外部
機器に伝える他にも、装着型入力装置１２０内部の別の機器をコントロールしても構わな
い。これによって、足先等でリズミカルに床を叩く動作（タップ動作）によって、図３に
示すシステム以外にも、身体に装着した機器を装着部位によることなく操作することがで
きる他、携帯端末への入力とすることもできる。なお、これ以外の手法によって静電気の
変化を発生させても同じように入力が可能である。
【００２９】
　図７に、帯電量を効率良く変化させるための例を示す。図７（ａ）に示すように、衣服
７０１の一部を素早く動かしたり、摘んで離したりしても良い。この場合、衣服７０１が
ウールやアクリル等のように、静電気を発生しやすい材質であればなお良い。また、図７
（ｂ）のように、衣服７０１と手袋７０２を素早く擦り併せるのも良い。この場合、衣服
７０１と手袋７０２の材質は、互いに正負の静電気を発生させやすい組合せ（例：衣服７
０１はウールかナイロン、手袋７０２はアクリルかポリエステル など）であればなお良
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い。
【００３０】
　図７（ｃ）は、手袋を二重構造にした例である。上記のような、「静電気を発生しやす
い組合せ」の材料で２重構造を形成することにより、手を握るなど簡単な動作で静電気を
発生できる。図７（ｄ）は、身体の一部にPZTやPVDF のような圧電材料７０４を設置した
例である。圧電材料７０４に対して急激な圧力や歪みを加えることで、電荷を発生させ、
前述のセンサで変化量を検出することができる。
【００３１】
（第２実施形態）
　次に、本発明の別の実施形態について説明する。図８は、本発明の第２実施形態として
の装着型入力装置１２０であり、図９はそのブロック図である。装着型入力装置１２０は
、センサ１２１、プリアンプ２０１、フィルタ２０２、パルスディテクタ２０３、リズム
検出器２０４、リズムメモリ９０３、出力モジュール２０５を備える。
【００３２】
　センサ１２１は、人体１１０に装着されているが、間に絶縁板１２２を介しており、金
属部分が人体１１０に触れることは無い。また、人体１１０との間に下着１１２ やシャ
ツ１１１ 等の薄い布を介していても構わない。
【００３３】
　図１０は、センサ１２１の構造の一例である。電極５０１は高入力インピーダンスのバ
ッファに接続されている。電極５０１は、人体１１０とAC結合されており、人体１１０に
誘導された外来ノイズを検出している。人体１１０が指先８０１等で机８０２等の周囲の
物体に触れると、人体１１０に誘導される外来ノイズが変化する。外来ノイズは、プリア
ンプ２０１で増幅された後、フィルタ２０２で特に目的とする周波数のノイズ成分を取り
出したあと、検波器９０１で目的成分の増減値として抽出し、さらにパルスディテクタ２
０３でパルス成分の検出を行なう。
【００３４】
　パルス状の成分だけを抽出することにより、人間によって行なわれた意図的な入力動作
のみを取り出すことが容易になる。このようにして取り出されたパルス状の変化分から、
さらに「特定のリズムを持つパルス列」を抽出する。特定のリズムパターンは、あらかじ
めリズムメモリ９０３に蓄積されているので、これをテンプレートとして比較する。リズ
ムによる入力は、例えば特許文献１（単一センサ型常装着入力装置）等で用いられている
ものである。
【００３５】
　特定のリズムパターンが検出された場合には、あらかじめ定められたコマンドが出力モ
ジュール２０５に送出され、アンテナ２０６を通じて外部機器に伝えられる。コマンドは
外部機器に伝える他にも、装着型入力装置１２０内部の別の機器をコントロールしても構
わない。これによって、指先等でリズミカルに周囲物体（机や柱や壁）を叩く動作（タッ
プ動作）によって、身体に装着した機器を、装着部位によることなく、操作することがで
きる。
【００３６】
　外来ノイズの成分としては、建物内や街路であれば商用交流電源の 50Hz もしくは60Hz
 成分が利用できる。この他にも、インバータ機器の発生する数十～数百KHz のノイズや
、中波や短波の放送波を用いることもできる。指先で触れる物体としては、なるべく大き
な物体か、導電性の高い物体である方が、誘導ノイズの変化量が大きくなるので都合が良
い。
【００３７】
　また、物体が大地アースと接続されている場合には、より大きな変化量を得ることがで
きる。なお、第１実施形態とは異なり、指先などは露出していた方が変化量が大きくなる
。本実施形態では、単なる電圧増幅器をセンサとして用いているが、ハイインピーダンス
の入力機構であれば、この他のセンサを用いても同様の効果が得られる。
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【００３８】
　例えば、第１実施形態で示したチャージアンプや帯電量センサを用いることも可能であ
る。これによって、単一のセンサを双方に用いることができ、経済性が向上する。
【００３９】
　本実施形態で示したセンサは、（パッシブ方式の）タッチスイッチとして用いられてい
ることがある。従来のタッチスイッチは、「人間が機器にタッチしたか」を検出するもの
であるのに対して、本発明は、「機器を装着した人間が、さらに別の物体にタッチしたか
」を検出するものである。
【００４０】
　両者は目的が異なるが、センサ部分は共用化が可能である。なお、使用者の動作以外で
パターンを生成する、例えば特定の周波数成分を発生する発信器を設置した物体を、周囲
環境にあらかじめ設置しておき、その物体を触ることにより、より確実に動作させること
もできる。発信器の周波数にのみ反応するようにフィルタ２０２を設定すれば、その他の
ノイズによる誤動作を避けることができるほか、異なった発信周波数を持つ発信器を複数
個設置しておけば、触れる場所によって異なったコマンドを実行することも可能である。
【００４１】
（第３実施形態）
　次に、本発明のさらに別の実施形態について述べる。本発明の第３実施形態としての装
着型入力装置は第２実施形態と同様に図８および図１２に示されており、図１１はそのブ
ロック図である。装着型入力装置１２０は、センサ１２１、オシレータ１２０１、プリア
ンプ２０１、フィルタ２０２、パルスディテクタ２０３、リズム検出器２０４、リズムメ
モリ２０７、出力モジュール２０５を備えている。
【００４２】
　センサ１２１は、人体１１０に装着されているが、間に絶縁板１２２を介しており、金
属部分が人体１１０に触れることは無い。また、人体１１０との間に下着１１２やシャツ
１１１等の薄い布を介していても構わない。
【００４３】
　オシレータ１２０１は数十Kz - 数100kHz の間の周波数で発振しており、その発振波形
が極板５０１を通じて人体１１０に印加されている。人体１１０が指先８０１等で机８０
２等の周囲物体に接触すると、極板５０１と人体１１０で構成されるキャパシタの容量が
増えるため、アンプ１２０２で観測される波形の振幅が減少する。
【００４４】
　これらの変化量を検出し、第１および第２実施形態と同様に、パルス状の変化量のみを
抽出し、リズムパターンからコマンドを決定し、実行する。本実施形態で示したセンサは
、（アクティブ方式の）タッチスイッチとして用いられていることがある。
【００４５】
　従来のタッチスイッチは、「人間が機器にタッチしたか」を検出するものであるのに対
して、本発明は、「機器を装着した人間が、さらに別の物体にタッチしたか」を検出する
ものである。両者は目的が異なるが、センサ部分は共用化が可能である。
【００４６】
　なお、第１実施形態（帯電量変化）と、第２および３実施形態（外来ノイズ変化、静電
容量変化）を同時に用いることができる。
【００４７】
　従って、足先でのタップと、指先でのタップを分離し、異なったコマンドとして用いる
ことができる。
【００４８】
（第４実施形態）
　次に、本発明のさらにまた別の実施形態について述べる。図１３は、本発明の第４実施
形態としての装着型活動量把握装置であり、図１４はそのブロック図である。装着型入力
装置１２０は、センサ１２１、プリアンプ２０１、フィルタ（１）１４０１、フィルタ（
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２）１４０２、パルスディテクタ（１）１４０３、パルスディテクタ（２）１４０４、処
理ユニット１４０５、メモリ１４０７、出力モジュール２０５を備えている。
【００４９】
　センサ１２１、プリアンプ２０１、フィルタ（１）１４０１、パルスディテクタ（１）
１４０３の構造及び動作は第１実施形態と同様である。一方、センサ１２１、プリアンプ
２０１、フィルタ（２）１４０２、パルスディテクタ（２）１４０４の構造及び動作は第
２実施形態と同様である。なお、センサ１２１、プリアンプ２０１は共用している。歩行
や体全体の動きに伴う静電気の変化（以下「出力A」）は、フィルタ（１）１４０１、パ
ルスディテクタ（１）１４０３で検出される。一方、手で周囲の物体（机８０２やパソコ
ン１３０１）に触れた場合の誘導ノイズの変化（以下「出力B」）は、フィルタ（２）１
４０２、パルスディテクタ（２）１４０４で検出される。
【００５０】
　両者は同じセンサ１２１を利用しているが、例えばフィルタ（１）１４０１では電源ハ
ムノイズより低い30Hz以下の変化量を抽出し、逆にフィルタ（２）１４０２では電源ハム
ノイズや周囲の支配的な空間ノイズ「のみ」を抽出した後に検波器９０１で変化量として
検出することで、両者の分離が可能である。
【００５１】
　抽出された各々の出力A/B は、処理ユニット１４０５に送られる。また、アナログ量で
はなく、パルスディテクタ１４０３，１４０４を通してパルスの頻度情報に変換すること
で、情報量の圧縮が可能である。
【００５２】
　処理ユニット１４０５は、タイマ１４０６とメモリ１４０７を持っており、各時刻毎の
出力A及びBを記録するほか、出力モジュール２０５とアンテナ２０６を通じて外部機器に
伝達する。これ以外にも、GPSなど他のセンサ類の出力も同時に蓄積＆報告しても構わな
い。
【００５３】
　なお、メモリ１４０７に「装着者の平常時の活動の際の信号パターン」、あるいは「典
型的な異常パターン」を記録しておき、これと入力波形を比較することで、緊急通報を行
なわせることもできる。
【００５４】
　以上のように、従来の加速度センサを用いた活動量把握装置では、装置の取付位置によ
っては十分な測定ができなかったり、足先や手先の小さい動きに反応しにくいなどの問題
があったが、本実施形態では、身体のいずれの場所に装着しても同じような出力が得られ
るほか、従来は困難であった「マウスを動かす」などの微小な動きの検出が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の第１実施形態としての装着型入力装置の概要を説明するための図である
。
【図２】本実施形態の装着型入力装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】本実施形態の装着型入力装置を用いた入力システムの構成を示す図である。
【図４】本実施形態のリズム検出部のモジュール構成を示す図である。
【図５】本実施形態のセンサの実施例としてのチャージアンプタイプのセンサの一例を示
す図である。
【図６】本実施形態のセンサの実施例としての帯電量測定タイプのセンサの一例を示す図
である。
【図７】本実施例の帯電量を効率良く変化させるための例を示す図である。
【図８】本発明の第２実施形態としての装着型入力装置である。
【図９】本実施形態の装着型入力装置の内部構成を示すブロック図である。
【図１０】本実施形態のセンサの一例を示す図である。
【図１１】本実施形態の装着型入力装置の内部構成を示すブロック図である。
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【図１２】本発明の一実施形態としての装着型入力装置の概要を説明するための図である
。
【図１３】本発明の第４実施形態としての装着型活動量把握装置である。
【図１４】本実施形態の装着型入力装置の内部構成を示すブロック図である。
【図１５】本実施形態の変化パターンの一例を示す図である。
【図１６】本実施形態の変化パターンの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
１１０　人体
１１１　シャツ
１１２　下着
１２０　装着型入力装置
１２１　センサ
１２２　絶縁板
１３０　足
１３２　ソックス
１３３　靴
１３４　足指
２０１　プリアンプ
２０２　フィルタ
２０３　パルスディテクタ
２０４　リズム検出器
２０５　出力モジュール
２０６　アンテナ
２０７　リズムメモリ
３０１　パーソナルコンピュータ
３０２　無線基地局
３０３　データベース
５０１　電極
５０２　ＯＰアンプ
６０１　エレクトレット膜
６０３　ＦＥＴ（電界効果トランジスタ）
７０１　衣服
７０２　手袋
７０４　圧電材料
８０１　指先
８０２　机
９０１　検波器
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